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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月6日(2019.12.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
弱毒生フラビウイルス組成物であって、
　１種または複数の弱毒生フラビウイルス；
　０．０１～３．０％（ｗ／ｖ）の濃度の血清アルブミン；および
　５～５０％（ｗ／ｖ）の濃度のトレハロース
を含み、（ｉ）血清アルブミンと（ｉｉ）トレハロースとの組合せが前記弱毒生フラビウ
イルスの不活化を低減させる有効成分である、前記弱毒生フラビウイルスの不活化を低減
させることが可能なフラビウイルス組成物において、
　前記弱毒生フラビウイルスはデングウイルスであり、前記フラビウイルス組成物は水性
の液体の形態にある、フラビウイルス組成物。
【請求項２】
前記血清アルブミンが、脊椎動物種由来である、請求項１に記載のフラビウイルス組成物
。
【請求項３】
トレハロースの濃度が少なくとも１０％（ｗ／ｖ）である、請求項１に記載のフラビウイ
ルス組成物。
【請求項４】
トレハロースの濃度が少なくとも１５％（ｗ／ｖ）である、請求項３に記載のフラビウイ
ルス組成物。
【請求項５】
トレハロースの濃度が１０％～１５％（ｗ／ｖ）である、請求項１に記載のフラビウイル
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ス組成物。
【請求項６】
血清アルブミンの濃度が０．１％～３．０％（ｗ／ｖ）である、請求項１に記載のフラビ
ウイルス組成物。
【請求項７】
弱毒生フラビウイルス組成物の不活化を低減させるための方法であって、１種または複数
の弱毒生フラビウイルスを、０．０１～３．０％（ｗ／ｖ）の濃度の血清アルブミン、お
よび５～５０％（ｗ／ｖ）の濃度のトレハロースを含む組成物と組み合わせるステップを
含み、ここで前記組成物は、前記弱毒生フラビウイルスの不活化を低減させることが可能
であり、（ｉ）血清アルブミンと（ｉｉ）トレハロースとの組合せが前記弱毒生フラビウ
イルスの不活化を低減させる有効成分であり、前記弱毒生フラビウイルスはデングウイル
スであり、前記組成物は水性の液体の形態にある、方法。
【請求項８】
前記組成物が、水性フラビウイルス組成物の貯蔵寿命を延ばす、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
前記組成物が、水性の弱毒生フラビウイルスの不活化を２４時間以上にわたり低減させる
、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
前記組成物が、水性の弱毒生フラビウイルスの不活化を、複数の凍結解凍サイクルの間に
低減させる、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
前記フラビウイルス組成物が、デングウイルスへの曝露に起因する健康状態の発症を低減
させるかまたは前記健康状態を予防するために被験者に投与されるためのものである、請
求項７に記載の方法。
【請求項１２】
前記健康状態がデング熱である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
トレハロースの濃度が少なくとも１０％（ｗ／ｖ）である、請求項７に記載の方法。
【請求項１４】
トレハロースの濃度が少なくとも１５％（ｗ／ｖ）である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
トレハロースの濃度が１０％～１５％（ｗ／ｖ）である、請求項７に記載の方法。
【請求項１６】
血清アルブミンの濃度が０．１％～３．０％（ｗ／ｖ）である、請求項７に記載の方法。
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